
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

一
四
下

二別
紙
様
式
第
１
号
別
紙
第
１
号
書
式

一
五
上

七別
紙
様
式
第
２
号
別
紙
第
２
号
書
式

〃

〃

一
〇１

～
３

１
・
２

〃

〃

一
一４

３

〃

〃

一
五別

紙
様
式
第
３
号
別
紙
第
３
号
書
式

〃

〃

二
三別

紙
様
式
第
４
号
別
紙
第
４
号
書
式

〃

〃

三
一別

紙
様
式
第
５
号
別
紙
第
５
号
書
式

（
原
稿
誤
り
）

四
四
一
〜
二
「
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び

樹
種
」
を
削
除
す
る
。

令和年月日 木曜日 第号官 報
所
有
者
不
明
土
地
管
理
命
令
に
関

す
る
異
議
の
催
告

会
社
そ
の
他
の
公
告

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
Ｎ
Ｃ

Ｃ
（
住
所
京
都
市
南
区
吉
祥
院
西
ノ
庄
西
中
町
一
番
地
）

に
対
し
て
当
社
の
ゴ
ル
フ
場
（
那
谷
寺
カ
ン
ト
リ
ー
倶
楽

部
）
の
運
営
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
の
一
部
を
承
継
さ

せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
九
日

掲
載
頁

十
一
頁

令
和
八
年
一
月
八
日

京
都
市
南
区
吉
祥
院
西
ノ
庄
西
中
町
一
番
地

株
式
会
社
明
輝
建
設

代
表
取
締
役

山
下

潤

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
八
日

千
葉
市
美
浜
区
若
葉
三
丁
目
一
番
地
一
九

二
八

〇
七
号

合
同
会
社
Ａ
ｓ
ｐ
ｉ
ｒ
ａ
ｃ
ｉ
ｏ
ｎ

代
表
社
員

武
田

直
樹

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
二
月
二
十
一
日
で
あ
り
、
組

織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｙ
ｕ
ｒ
ａ
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
八
日

香
川
県
高
松
市
由
良
町
四
四
七
番
地
一
三

合
同
会
社
Ｙ
ｕ
ｒ
ａ

代
表
社
員

石
川

駿

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
十
万
円
減
少
し
六
十
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
一
月
三
十
一
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
八
月
三
十
一
日
に
終
了
し

て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
八
日

福
井
県
敦
賀
市
神
楽
町
二
丁
目
六

五

合
同
会
社
Ｆ
Ｔ
Ｊ
ｌ
ａ
ｂ

代
表
社
員

後
藤

美
佳

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
七
千
九
百
九
十
万
円
、
資
本

準
備
金
の
額
を
九
千
九
百
九
十
万
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ

三
千
万
円
、
〇
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

掲
載
頁

一
一
八
頁
（
号
外
第
二
八
〇
号
）

令
和
八
年
一
月
八
日

山
口
県
周
南
市
浜
田
一
丁
目
六
番
五
号

株
式
会
社
た
だ
お
ザ
ウ
ル
ス

代
表
取
締
役

多
田
尾
隆
幸

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
八
日

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
四
丁
目
四
番
一
号

株
式
会
社
早
坂
サ
イ
ク
ル
商
会

代
表
取
締
役

早
坂

武

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
八
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
五
丁
目
四
番
一
号

エ
ル
メ
ス
ジ
ャ
ポ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

有
賀

昌
男

任
意
清
算
公
告

当
法
人
は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
解

散
し
、
税
理
士
法
第
四
十
八
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
会
社
法
第
六
六
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
総
社
員
の
同
意
に
よ
り
定
め
た
財
産
の
処
分
の
方
法
に

従
い
清
算
を
い
た
し
ま
す
の
で
、
こ
の
清
算
の
方
法
に
異

議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月

以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
一
月
八
日

神
戸
市
灘
区
大
和
町
三
丁
目
一
番
一
三
号

叶
税
理
士
法
人

社
員

叶

温

令
和
七
年
八
月
一
日
（
号
外
第
百
七
十
六
号
）
公
布
内

閣
府
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省

令
第
一
号
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
事
務
取
扱
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
）

令
和
七
年
十
二
月
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
八
百
二

十
九
号
（
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
）

訂
正
公
告

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
（
号
外
第
二
七
九
号
）
掲

載
の
旅
行
業
者
営
業
保
証
金
取
戻
し
公
告
中
、

の
住
所

「東
京
都
中
央
区
蛎
殻
町
二
丁
目
11番
８
号

」
と
あ
る
は

「東
京
都
中
央
区
日
本
橋
蛎
殻
町
二
丁
目
11番
８
号

」
の

誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
八
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
蛎
殻
町
二
丁
目
一
一
番
八
号

株
式
会
社
Ａ
Ｉ
Ｋ
Ｏ

代
表
取
締
役

タ
ラ
ー
ソ
ワ

ア
ン
ナ


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